
改

正

後

改

正

前

（
特
定
航
空
用
機
器
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

一

操
縦
装
置
を
有
す
る
気
球

二

ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
（
原
動
機
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。）

三

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー
（
原
動
機
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。）

四

回
転
翼
の
回
転
に
よ
り
生
ず
る
力
に
よ
り
地
表
又
は
水
面
か
ら
浮
揚
し
た
状
態
で
移
動
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
操
縦
装
置
を
有
す
る
機
器
で
あ
っ
て
、
当
該
機
器
を
用
い
て
人
が
飛
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）

五

下
方
へ
噴
出
す
る
気
体
の
圧
力
の
反
作
用
に
よ
り
地
表
又
は
水
面
か
ら
浮
揚
し
た
状
態
で
移
動
す
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
、
操
縦
装
置
を
有
す
る
機
器
で
あ
っ
て
、
当
該
機
器
を
用
い
て
人
が
飛
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の

（
施
設
管
理
者
等
の
通
報
の
方
法
）

（
施
設
管
理
者
等
の
通
報
の
方
法
）

第
三
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
四
条

﹇
略
﹈

第
三
条

﹇
同
上
﹈

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
四
条

﹇
同
上
﹈

（
緊
急
時
の
特
例
）

（
緊
急
時
の
特
例
）

第
六
条

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
所
轄
警
察
署
長
に
対
し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

第
五
条

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
所
轄
警
察
署
長
に
対
し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一

操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等

第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

一

操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等

第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等
以
外
の
者

第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話

番
号

二

操
縦
者
の
う
ち
施
設
管
理
者
等
以
外
の
者

第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
施
設
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話

番
号

三

公
務
操
縦
者

第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

三

公
務
操
縦
者

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
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